
第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

一

（
一
一
八
）

（
第

一

部
）

第
二
百
四
回

国　
　
　
会

参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号

令
和
三
年
四
月
十
三
日（
火
曜
日
）

　
　
　
午
前
十
時
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
四
月
八
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
加
田　
裕
之
君　
　
　
　
　
岡
田　
直
樹
君

　
　
　
　
　
山
田　
修
路
君　
　
　
　
　
山
谷
え
り
子
君

　
　
　
　
　
石
垣
の
り
こ
君　
　
　
　
　
杉
尾　
秀
哉
君

　
四
月
十
二
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
塩
村
あ
や
か
君　
　
　
　
　
熊
谷　
裕
人
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
屋　
　
宏
君

　
　
　
　
理　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井　
庸
行
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
茂　
雅
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
戸
口
英
司
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
木　
大
作
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
田
わ
か
子
君

　
　
　
　
委　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
家　
敏
志
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田　
直
樹
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
賀
友
一
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
光
二
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田　
太
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
谷
え
り
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田　
政
宗
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
沼　
　
巧
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷　
裕
人
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
尾　
秀
哉
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川　
博
崇
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田　
　
巧
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
木
か
お
り
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
田　
忠
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
村　
智
子
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
（
国
家
公
安
委
員

　
　
　
　
　
　
　
会
委
員
長
）�　
　
　
　
小
此
木

郎
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎　
一
徳
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案（
内
閣
提
出
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
森
屋
宏
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
内
閣
委
員
会
を

開
会
い
た
し
ま
す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
石
垣
の
り
こ
さ
ん
、
加
田
裕
之
君
、
山

田
修
路
君
及
び
塩
村
あ
や
か
さ
ん
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、

そ
の
補
欠
と
し
て
杉
尾
秀
哉
君
、
岡
田
直
樹
君
、
山
谷
え

り
子
さ
ん
及
び
熊
谷
裕
人
君
が
選
任
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
森
屋
宏
君
）　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
小
此
木
国

家
公
安
委
員
会
委
員
長
。

○
国
務
大
臣（
小
此
木

郎
君
）　
お
願
い
し
ま
す
。

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取

締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

　
こ
の
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
使
用

し
た
犯
罪
の
実
情
等
に
鑑
み
、
こ
れ
に
よ
る
危
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
、
許
可
を
受
け
た
者
が
所
持
す
る
場
合

等
を
除
い
て
、
そ
の
所
持
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

所
持
許
可
の
要
件
及
び
当
該
所
持
許
可
を
受
け
た
者
の
義

務
を
定
め
る
こ
と
等
を
そ
の
内
容
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
下
、
項
目
ご
と
に
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し
ま

す
。

　
第
一
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
禁
止
に
関
す
る
規
定

の
整
備
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
引
い
た
弦
を
固
定
し
、

こ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
矢
を
発
射
す
る
機
構
を

有
す
る
弓
の
う
ち
、
矢
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
人
の
生
命

に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
を
ク
ロ
ス
ボ
ウ
と
位
置
付

け
、
所
持
の
禁
止
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
二
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
制
に
関
す
る
規
定

の
整
備
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
一
は
、
標
的
射
撃
等
の
用
途
に
供
す
る
た
め
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
持
し
よ
う
と
す

る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
ご
と
に
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
所
持

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
そ
の
二
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
に
係
る
欠
格
事

由
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施
等
に
関
す
る
規
定
を
設

け
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
三
は
、
所
持
許
可
に
係
る
用
途
に
供
す
る
場
合
そ

の
他
正
当
な
理
由
が
な
い
場
合
に
お
け
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

携
帯
又
は
運
搬
を
禁
止
し
、
所
持
許
可
に
係
る
用
途
に
供

す
る
場
合
を
除
い
て
は
こ
れ
を
発
射
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
し
、
ま
た
、
譲
渡
す
る
相
手
方
の
確
認
に
関
す
る
規

定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
三
は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
射
撃
指
導
員
に
関
す
る
規
定

の
整
備
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
操
作
等
に
関
す
る
知
識
、
技
能
等
が

基
準
に
適
合
す
る
者
を
、
そ
の
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
ク

ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導
員
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
第
四
は
、
そ
の
他
の
規
定
の
整
備
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
不
法
に
所
持
し
た
者
に
対
す
る
罰
則

規
定
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
な
お
、
こ
の
法
律
の
施
行
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の

概
要
で
あ
り
ま
す
。

　
何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
賜
ら

ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
委
員
長（
森
屋
宏
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は
終

わ
り
ま
し
た
。

　
本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
前
十
時
三
分
散
会

四
月
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、�

新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
鑑
み
、
カ
ジ
ノ
Ｉ
Ｒ
二
法
の
廃

止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
八
七
五
号
）

四
月
十
二
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
法
律
案

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

二



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

三



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

四



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

五



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

六



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

七



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

八



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

九



第
一
部
　
　
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
　
令
和
三
年
四
月
十
三
日
　【
参
議
院
】

一
〇

令
和
三
年
七
月
六
日
作
成　
参
議
院
事
務
局　
作
成
者　
第
一
法
規
株
式
会
社


